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J
ア
ラ
ー
ト
に
よ
る
訓
練

放
送

J
ア
ラ
ー
ト（
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
）

は
、緊
急
地
震
速
報
や
弾
道
ミ
サ
イ
ル
情
報

な
ど
を
各
自
治
体
の
防
災
行
政
無
線
を
通
じ

て
瞬
時
に
自
動
放
送
し
、被
害
の
軽
減
に
役

立
て
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。左
記
の
日
程
で
J

ア
ラ
ー
ト
動
作
確
認
を
目
的
と
し
た
訓
練
放

送
を
行
い
ま
す
。本
放
送
と
お
間
違
い
に
な

ら
な
い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
緊
急
地
震
速
報
訓
練

▼
と
き
　
11
月
5
日（
水
）10
時
頃

▼
実
施
内
容
　
地
震
発
生
へ
の
備
え
を
目
的

と
し
た
訓
練
放
送

●
全
国
一
斉
情
報
伝
達
訓
練

▼
と
き
　
11
月
12
日（
水
）11
時
頃

▼
実
施
内
容
　

J
ア
ラ
ー
ト
の
動
作
確
認
を

目
的
と
し
た
訓
練
放
送

▼
問
合
せ
　
防
災
安
全
課
防
災
安
全
グ
ル
ー

プ
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リ
サ
イ
ク
ル
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

の
休
止

環
境
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
が
開
催
さ
れ
る
11

月
8
日（
土
）の
リ
サ
イ
ク
ル
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

資
源
収
集
は
休
止
し
ま
す
。

▼
問
合
せ
　
住
民
課
環
境
保
全
グ
ル
ー
プ
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ご
長
寿
の
お
祝
い

 

9
月
18
日（
木
）、豊
山
町
で
1
0
0
歳
に

な
ら
れ
た
小
川
文
子
さ
ん
に
、町
長
か
ら
長

寿
の
お
祝
金
を
お
贈
り
し
ま
し
た
。

▼
問
合
せ

　
福
祉
課
福
祉
グ
ル
ー
プ
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旧
給
食
セ
ン
タ
ー
の
使
用

済
備
品
を
販
売

 

旧
給
食
セ
ン
タ
ー
に
保
管
し
て
い
る
使
用

済
み
の
備
品（
食
器
類
等
）を
販
売
し
ま
す
。

購
入
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、申
込
書
に
必

要
数
を
記
入
の
上
、期
限
ま
で
に
給
食
セ
ン

タ
ー
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い（
申
込
書
は
給
食

セ
ン
タ
ー
に
て
配
付
し
て
い
ま
す
。ま
た
、町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
い
た

令和6年度決算審査意見について
豊山町監査委員　堀尾博樹　　豊山町監査委員　作野桂子

豊山町一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況の審査意見（要約）
1　財政状況に関する所見
財政力指数は前年度比でやや減少し、経常収支比率は若干の上昇が見られた。一方で町税の収入

未済額も増加しており、より効果的な徴収対策が求められる。不用額が増加した点は、予算編成や執
行管理の在り方を再確認する契機とすべきである。基金については、適正に管理されていた。

2　予算執行に関する所見
（1）行政財産の目的外使用について　

特定団体の恒常的な使用は便宜供与の恐れがあり、是正を図る必要がある。

（2）団体への補助金の継続交付について
同一の補助金を同一団体に3年を超えて交付する場合は、効果、達成度、効率性を勘案し、公平性
及び透明性の確保に努めるべきである。

（3）委託事業の費用対効果の確保について
費用対効果が低い事業は、委託先及び実施体制を含め再検討の必要がある。

（4）未利用資産の活用について
旧給食センターは未利用の状態であり、行政資産の有効活用が求められる。

3　総括的意見
令和7年度においても、第5次総合計画に基づく行政運営の着実な推進とともに、各事業の必要性・

効果を厳しく検証し、財源の重点的かつ柔軟な配分が求められる。財政の健全性のみならず、効果性・

公平性・持続可能を重視した財政運営への転換が望まれる。

豊山町下水道事業会計決算の審査意見（要約）
本町の下水道事業は、令和6年度より公営企業会計の適用を開始した。

本町の下水道は平成14年度から整備が始まり、老朽管が少ない状態ではあるが、起債の償還や施
設の維持管理費用の負担増が見込まれることから、下水道事業経営戦略に基づき中長期的、総体的
な取組みが必要であろう。

物価高騰により経営環境は厳しいが、現状の形式的な健全性に甘んじず、営業赤字構造と将来の
更新費用リスクを踏まえ、抜本的な経営改善と中長期的な財政管理体制の構築が急務である。

全文は、町公式ホームページにてご覧いただけます。

▶問合せ　監査事務局　 28・6004

資
金
不
足
比
率
と
は

公
営
企
業
ご
と
の
資
金

の
不
足
額
の
事
業
規
模（
事

業
収
入
）に
対
す
る
比
率
で
、

経
営
状
態
の
悪
化
の
度
合

い
を
示
し
ま
す
。「
経
営
健

全
化
基
準
」以
上
に
な
る

と
、経
営
健
全
化
計
画
の

策
定
が
義
務
付
け
ら
れ
ま

す
。町
が
独
自
で
運
営
す

る
公
営
企
業
は
下
水
道
事

業
で
、資
金
不
足
が
生
じ

て
お
ら
ず
、数
値
化
さ
れ
ま

せ
ん
。ま

と
め

以
上
の
と
お
り
、令
和
6
年
度
決
算
に

お
け
る
本
町
の
算
定
結
果
は
す
べ
て
の
指

標
に
お
い
て
基
準
値
を
大
き
く
下
回
り
、

健
全
な
財
政
状
況
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ

れ
ま
し
た
。

今
後
に
お
い
て
も
、限
ら
れ
た
財
源
を

最
大
限
活
用
す
る
た
め
に
最
新
の
情
報
を

収
集
し
な
が
ら
各
事
業
の
精
査
を
進
め
て

い
き
ま
す
。

ま
た
、借
入
に
頼
ら
な
い
自
立
的
な
財

政
を
堅
持
し
て
ま
い
り
ま
す
。

会 計 名 豊 山 町 経営健全化
基 準

資金不足
比 率

下 水 道
事業会計 ― 20.0%

▼問合せ　総務課総務・財政グループ　 28・6003




